
総務文教常任委員会審査日程 
 

日 時  令和４年５月２０日（金） 

    本会議終了後 

場 所  第１委員会室       

 

～審査内容～ 
 

１ 承認第２号 山陽小野田市税条例等の一部改正に関する専決処分について

（税務） 

                       

２ 承認第３号 山陽小野田市都市計画税条例の一部改正に関する専決処分に

ついて                           （税務） 

 

３ 陳情書（教育委員中村眞也氏の中立性を欠く言動についての調査及び対応

について）（教育委員会） 



【総務文教常任委員会資料】総務部税務課 

 

山陽小野田市税条例等の一部を改正する条例 

山陽小野田市都市計画税条例の一部を改正する条例 専決処分の概要 

                                                

令和４年５月 総務部税務課 

１ 専決処分日 令和４年３月３１日 

 

２ 専決処分する理由 

  地方税法等の一部を改正する法律（令和４年法律第１号）が令和３年３月

３１日に公布され、一部の規定を除き４月１日から施行されるため所要の改

正を行うもの。 

 

３ 専決処分する主な内容 

（１）山陽小野田市税条例等の一部を改正する条例 

ア 税負担軽減措置 

特定都市河川浸水被害対策法に規定する貯留機能保全区域として都道

府県知事等の指定を受けた土地に係る固定資産税及び都市計画税の課税

標準を、最初の３年度分、価格に４分の３を参酌して３分の２以上６分

の５以下の範囲内で市町村の条例で定める割合を乗じた額とする。 

山陽小野田市においては、国の参酌規定である４分の３とする。 

その他法改正による項ズレ。 

附則第１０条の２（第２５項） 

 

イ 固定資産税（土地）に係る負担調整措置 

土地に係る固定資産税及び都市計画税について、激変緩和の観点から

令和４年度に限り、負担水準６０％未満の商業地等における令和４年度

の課税標準額は、令和３年度の課税標準額に令和４年度の評価額の２．５％

（現行：５％）を加算した額とする。 

（ア）令和３年度課税標準額が令和４年度の評価額の６０％以上７０％未満 

➡令和３年度の課税標準額と同額に据え置き 

（イ）令和３年度課税標準額が令和４年度の評価額の６０％未満 

➡令和３年度の課税標準額＋令和４年度の評価額×２．５％（現行５％） 

※計算した額が令和４年度の評価額の６０％を上回る場合は、令和４年度

の評価額の６０％、２０％を下回る場合は令和４年度の評価額の２０％ 

（ウ）令和３年度課税標準額が令和４年度の評価額の７０％以上 

➡令和４年度の評価額×７０％ 

附則第１２条 



【総務文教常任委員会資料】総務部税務課 

 

ウ その他 

固定資産課税台帳に記載されている事項について証明書の交付等をす

ることにより、人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認めら

れる場合等においては、一定の措置を講じた上で、証明書の交付等をす

ることができることが法令上明確化されたことに伴う規定の整備。 

第７３条の２、第７３条の３ 

省エネ改修を行った既存住宅に係る税額の減額措置における工事費要

件の改正に伴う改正。 

附則第１０条の３ 

 

（２）山陽小野田市都市計画税条例の一部を改正する条例 

ア 税負担軽減措置 

特定都市河川浸水被害対策法に規定する貯留機能保全区域として都道

府県知事等の指定を受けた土地に係る固定資産税及び都市計画税の課税

標準を、最初の３年度分、価格に４分の３を参酌して３分の２以上６分

の５以下の範囲内で市町村の条例で定める割合を乗じた額とする。 

山陽小野田市においては、国の参酌規定である４分の３とする。 

附則第６項 

 

イ 都市計画税（土地）に係る負担調整措置 

土地に係る固定資産税及び都市計画税について、激変緩和の観点から

令和４年度に限り、負担水準６０％未満の商業地等における令和４年度

の課税標準額は、令和３年度の課税標準額に令和４年度の評価額の２．５％

（現行：５％）を加算した額とする。 

附則第８項 

 

ウ その他 

法改正による項ズレ。 

附則第２項～第５項、第７項、第９項～第２０項 






